
制 度 の 名 称

制 度 の 内 容

前年中の合計所得金額 減免割合

300万円以下 全部

300万円～400万円以下 100分の80

400万円～550万円以下 100分の60

550万円～750万円以下 100分の40

750万円～1,000万円以下 100分の20
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 (4)　令和元年台風第１９号による被害を受けたことにより、被保険者（世帯主であ
る被保険者を除く。）の行方が不明である場合
　当該被保険者の対象となる保険料額の全額

※（2）または（4）に該当する場合であって、令和２年９月３０日（令和元年度分は令
和２年３月３１日）までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかと
なった日の属する月の前月分までの保険料を減免の対象とする。

●令和元年台風19号（以下「台風19号」という。）により被災した世帯で、以下に該
当する場合は、下記の区分に応じて減免します。
　令和元年度相当分の減免対象となる保険料は、災害救助法が適用された日（令
和元年１０月１２日）から令和２年３月３１日までに普通徴収の納期が設定されてい
る又は特別徴収される保険料です。
　令和２年度分の減免の対象となる保険料は、令和２年４月分から９月分までに相
当する月割算定額です。

被保険者の対象となる保険料額に、そ
の者の属する世帯の世帯主及び当該
世帯に属する全ての被保険者につき算
定した前年の合計所得金額に占める
減少することが見込まれる当該収入に
係る前年の所得金額（２以上ある場合
はその合計額）の割合を乗じて得た額

 (1)　令和元年台風第１９号による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯
の世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
　同一世帯に属する被保険者の対象となる保険料額の全額

 (2)　令和元年台風第１９号による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯
の世帯主の行方が不明である場合
　同一世帯に属する被保険者の対象となる保険料額の全額

 (3)　令和元年台風第１９号による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯
の世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」
という。）のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額（保険金、損害賠償
等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の事業収入等の額の１０分の３
以上であり、かつ、前年中の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第
１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関す
る法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第７条第１項に規定する他の所得と区別
して計算される所得の金額（地方税法第３１４条の２第１項各号及び第２項の規定
の適用がある場合には、その適用前の金額）の合計額（以下「合計所得金額」とい
う。）が１，０００万円以下である場合（当該合計所得金額のうち減少することが見込
まれる事業収入等に係る所得以外の所得金額（２以上ある場合はその合計額）が
４００万円を超える場合を除く。）
　下表のとおり減額、又は免除する。

対象保険料額

後期高齢者医療保険料の減免（家屋被害以外）


